
登録免許税の納付方法に関する留意事項

 納付について

「労働者派遣事業許可」及び「職業紹介事業許可」の許可申請１件につき、
登録免許税として９０，０００円の納付が必要です。（無料職業紹介事業の許
可申請については、登録免許税の納付は必要ありません。）
なお、許可更新の際には、登録免許税を納付する必要はありません。

 納付方法について

許可申請者が国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店（銀行や
郵便局）または茨城労働局を管轄する「水戸税務署」で、登録免許税を納付し、
領収証書（原本）を許可申請書とあわせて提出（貼付せず）してください。
納付書は、最寄りの税務署か茨城労働局需給調整事業室で入手してください。
なお、領収証書（原本）を紛失した場合は、再度納付する必要がありますの

で、ご注意ください。

納付書に記載する項目
・税 目 ：２２１ ・科 目：「トウロクメンキョ」税
・税務署名 ：「ミト」税務署 ・住 所：法人住所
・税務署番号：０００３３３１７ ・氏 名：法人名

※下記記載例を参考に記載してください。

９００００

￥９００００

029-224-62XX

茨城県水戸市宮町１－８－△△

株式会社○○○○

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ○○○○

《登録免許税 納付書記載例》

記載例

※３枚複写になっておりますので、ボールペン
などで強めに記載してください。記載する項目



登録免許税に関するＱ＆Ａ

Ｑ１ 登録免許税の納付書はどこで入手できますか？

Ａ 最寄りの税務署で入手するか、もしくは、茨城労働局需給調整事業室
に備え付けております。（銀行や郵便局にはありませんのでご注意くだ
さい。

Ｑ２ 最寄りの税務署から登録免許税の納付書をもらったところ、税務署
番号が記載されています。水戸税務署の番号に訂正して納付することは
可能ですか？

Ａ 訂正しても問題ありません。ただし、納付する金融機関が受け付けて
もらえるか確認してください。（金融機関が受け付けできるなら問題あ
りません。）
なお、会社名や住所などの訂正についても同様です。

Ｑ３ 派遣事業と紹介事業の許可を申請する予定ですが、登録免許税をま
とめて納付することは可能ですか？

Ａ 派遣と紹介、それぞれの許可申請書に登録免許税の領収証書（原本）
を添付する必要がありますので、別々に納付してください。
なお、間違ってまとめて納付した場合は、税務署にて還付請求をして
ください。還付方法については、税務署に領収証書（原本）を持参し相
談してください。

Ｑ４ 登録免許税の領収証書（原本）を提出することになっていますが、
原本を提出すると、会社の経理担当に困ると言われています。コピーの
提出では駄目ですか？他に方法はありませんか？

Ａ 許可申請には、登録免許税の領収証書（原本）を厚生労働大臣あてに
提出する必要があるため、コピーでの提出は不可です。


